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令和元年第６回市議会（定例会）に次の案件を提出する｡ 

 

令 和 元 年 12 月 9 日 

堺市長  永 藤 英 機 

 

議案第  145  号  調停の成立について 
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議案第 145 号 

 

 

調停の成立について 

 

 

損害賠償請求調停申立事件について、次のとおり合意する。 

 

１ 事件名 

  堺簡易裁判所 令和元年（ノ）第５５号 

  損害賠償請求調停申立事件 

 

２ 当事者 

申立人 堺市 

相手方 株式会社日立製作所 

    

３ 調停条項 

(1) 相手方は、申立人に対し、本件解決金として、20,018,000円の支払義務があることを

認める。 

 (2) 相手方は、申立人に対し、前項の金員を、令和2年3月末日限り、申立人が指定する口

座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は相手方の負担とする。 

(3) 申立人は、その余の請求を放棄する。 

(4) 申立人と相手方は、本件について円満に解決したものとし、申立人と相手方との間に

は、本件に関し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認す

る。 

(5) 調停費用は各自の負担とする。
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（議案第 145 号説明資料） 

 

 

調停の成立について 

 

 

平成30年度介護保険普通調整交付金に関し、算定基礎となる所得段階別被保険者数を

誤ったため、本来交付されるべき金額より40,036,000円少なく交付された。 

本市は、データの抽出及びカウント作業を行った相手方に対し、過少交付となった金額

の負担を求める調停を令和元年8月9日に申立て、堺簡易裁判所で調停が続いていたが、今

般、調停条項（案）が示された。 

当該調停条項（案）の内容を検討した結果、これを受け入れることは妥当であると認め

られるので、調停条項（案）のとおり調停に合意しようとするものである。 
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